
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 14 号

平成 18 年

2 月21日（火曜日）

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

○
保
安
林
の
指
定
予
定
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

三

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
の
成
立
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四

公
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
）

五

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
五
件
）

（
土
地
改
良
課
）

六

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
二
件
）

（
農
村
整
備
課
）

○
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
港
　
湾
　
課
）

九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
平
成
十
七
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正

人
事
委
員
会
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

●
香
川
県
告
示
第
百
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

1
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
18番
37号

株
式
会
社
加
ト
吉
　
代
表
取
締
役
　
加
藤
　
義
和

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

綾
歌
郡
綾
上
町
羽
床
上
527－

1

株
式
会
社
加
ト
吉
綾
上
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

サ
イ
レ
ン
ト
カ
ッ
タ
ー
　
350L／

回

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
よ
り
10日
後

完
成
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
東
字
船
原
四
六
五
、
四
六
八
の
一
、
字
東
山
一
二
九
二
の
一
、
字
釜
石
一
四

二
八

二
　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
に
係
る
市
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
さ
ぬ

き
市
建
設
経
済
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
　
　
　
　
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

名
　
称
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
名
　
　
称

所
　
在
　
地
　

平
成
一
八
、
一
、
九
　
　
香
川
町
　
　
　
高
松
市
香
川
町
川
東
上
一
　
香
川
町
訪
　
高
松
市
香
川
町
　

八
六
五
番
地
一
三
　
　
　
　
問
看
護
ス
　
浅
野
一
二
五
六
　

テ
ー
シ
ョ
　
番
地
一

ン

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
無
し
。

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

今
回
新
規
に
設
置
す
る
特
定
施
設
と
一
部
の
既
設
特
定
施
設
を
同
時
使
用
し
な
い
た
め
、
今
回
の

申
請
に
伴
い
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
無
い
。

2
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
18年

2
月
21日
か
ら
同
年
3
月
14日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

綾
上
町
生
活
環
境
課

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

6.0～
7.5

5.8～
8.6

浮
遊
物
質
量

200
300

窒
素
含
有
量

15
40

り
ん
含
有
量

5
10

400
500

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

300
400

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

断
続
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

4
5

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

当
該
特
定
施
設
と
一
部
の
既
設
特
定
施
設
は
同
時
使
用
し
な

い
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

名
　
　
　
　
　
　
称

変
　
更
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
　
設
　
者
　
　
所
　
　
在
　
　
地

変
　
更
　
前
　
変
　
更
　
後

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
富
士
紡
績
株
　
フ
ジ
ボ
ウ
フ
　
フ
ジ
ボ
ウ
フ
　
観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
　

式
会
社
豊
浜
　
ァ
イ
バ
ー
株
　
ァ
イ
バ
ー
株
　
三
二
五
番
地
　

工
場
診
療
所
　
式
会
社
豊
浜
　
式
会
社
　

工
場
診
療
所
　

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

休
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
　
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
　
社
会
福
祉
法
人
三
本
　
訪
問
看
護
　

ョ
ン
三
本
松
　
　
　
　
松
福
祉
会
　
　

東
か
が
わ
市
三
本
松
　
東
か
が
わ
市
三
本
松
　

一
六
八
四
番
地
一
　
　
一
六
八
四
番
地
一
　
　

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
　
株
式
会
社
五
色
会
　
　
訪
問
介
護
　

ョ
ン
五
色
台
　
　
　
　
坂
出
市
加
茂
町
一
二
　

坂
出
市
加
茂
町
一
二
　
〇
番
地
一
　

〇
番
地
一
　

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
　
株
式
会
社
五
色
会
　
　
訪
問
看
護
　

ョ
ン
五
色
台
　
　
　
　
坂
出
市
加
茂
町
一
二
　

坂
出
市
加
茂
町
一
二
　
〇
番
地
一
　

〇
番
地
一
　

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込

み
に
つ
い
て
の
同
意
成
立
の
届
出
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認

め
る
。平

成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

高
松
市
牟
礼
町
原
三
一
四
番
地
二
　
　
　
　
小
山
　
良
明

高
松
市
牟
礼
町
大
町
一
〇
三
七
番
地
　
　
　
　
平
田
　
孝

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
牟
礼
区
域
　

１
　
小
型
定
置
漁
業

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

三
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
土
庄
内
海
線
（
二
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

四

一
二
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
交
通
安
全
施

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
設
事
業
に
よ

一
三
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
る
現
道
拡
幅

一
九
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
一
〇

三
〇
・
〇

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

三
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
牟
礼
線
（
三
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
一
・
五
　
　
　
　
　
　
　
道
路
維
持
修

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
繕
工
事
に
よ

六
一
・
五
　
　
　
　
　
　
　
る
区
域
変
更

三
一
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
一

八
一
・
五

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

三
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
牟
礼
線
（
三
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
・
一
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
不
用

〜
　
　
　
　
　
五
二
九
　
物
件
化

一
九
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
部

前

一
四
・
四

〜
　
　
　
　
　
四
四
九
　
バ
イ
パ
ス
部

六
一
・
五

一
〇
・
七

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
四
四
九
　
バ
イ
パ
ス
部

六
一
・
五

●
香
川
県
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

三
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
田
浦
坂
手
港
線
（
二
百
四
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

小
豆
郡
土
庄
町
屋
形
崎
字
江
ノ
上
甲
一

三
七
六
番
一
地
先
か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
屋
形
崎
字
江
ノ
上
甲
一

三
七
七
番
地
先
ま
で

高
松
市
庵
治
町
字
葛
原
二
七
九
九
番
地

先
か
ら

高
松
市
庵
治
町
字
葛
原
二
七
八
二
番
三

地
先
ま
で

高
松
市
庵
治
町
字
葛
原
二
八
四
五
番
三

地
先
か
ら

高
松
市
庵
治
町
字
葛
原
二
七
六
七
番
地

先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

五

八
・
二
　
　
　
　
　
　
　
地
方
道
路
整

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
備
事
業
に
よ

一
〇
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
る
現
道
拡
幅

一
二
・
四

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
〇

一
六
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

●
香
川
県
公
告
第
九
十
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
内
容

１
　
購
入
等
件
名
及
び
数
量
　
豊
島
廃
棄
物
等
処
理
事
業
　
高
度
排
水
処
理
施
設
運
転
管
理
業
務
　
一

式
２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
委
託
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所
　
香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５
　
入
札
方
法

か
が
わ
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札
。

特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
香
川
県
電
子
入
札
運
用
基
準
（
物
品
等
）
に
従
う
こ
と
。

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金

額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
日
量
六
五
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
能
力
を
有
す
る
水
処
理
施
設
（
物
理
化
学
的
又
は
生
物
化
学
的

処
理
方
式
等
に
よ
り
水
を
処
理
す
る
施
設
を
い
う
。
）
の
運
転
又
は
管
理
を
、
過
去
五
年
間
（
平
成

十
三
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
六
月
間
以
上
行
っ

た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

６
　
凝
集
膜
分
離
処
理
法
に
よ
る
処
理
設
備
の
運
転
又
は
管
理
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

７
　
紫
外
線
照
射
及
び
オ
ゾ
ン
酸
化
を
含
む
光
化
学
分
解
方
式
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
分
解
設
備
の

運
転
又
は
管
理
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
、
６
及
び
７
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
を
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関
し
説

明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
当
該
書
類
提
出
前
に
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
の
申
請

を
行
う
こ
と
。

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
委
託
業
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
た

者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
及
び
開
札
等

１
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

小
豆
郡
内
海
町
古
江
字
西
通
乙
三
二
一

番
一
地
先
か
ら

小
豆
郡
内
海
町
古
江
字
西
通
甲
二
六
〇

番
一
地
先
ま
で

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

六

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

２
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
締
切
日
時

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
午
後
五
時

３
　
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
午
前
十
時
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

４
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
る
入
札

不
可
と
す
る
。

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関

し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明
ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は

開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延

期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二

十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

豊
浜
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
新
設
事
業
）

観
音
寺
市
経
済
部
土

野
々
池
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
改
良
課

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

苗
代
池
下
地
区

飯
山
町
東
小
川
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
　
丸
亀
市
飯
山
市
民
総

改
良
区
　
　
　
　
　
　
業
）
新
池
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
セ
ン
タ
ー

楠
見
池
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
　
〃

業
）
久
保
西
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
　
〃

業
）
河
内
地
区



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

七

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
　
〃

業
）
楠
見
東
地
区

●
香
川
県
公
告
第
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二

十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
　
業
　
主
　
体
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　

縦
覧
場
所

安
川
地
区
共
同
施
行
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
　
丸
亀
市
飯
山
市
民

事
業
）
安
川
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
合
セ
ン
タ
ー

久
保
地
区
共
同
施
行
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
　
〃

事
業
）
久
保
地
区

新
名
出
水
地
区
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
　
〃

事
業
）
新
名
出
水
地
区

本
谷
池
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
　
〃

事
業
）
本
谷
池
地
区

五
反
地
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
　
〃

事
業
）
五
反
地
地
区

真
珠
池
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
　
〃

業
）
真
珠
池
地
区

●
香
川
県
公
告
第
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二

十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

琴
南
町
土
地
改
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
東
部
　
琴
南
町
建
設
経

良
区
　
　
　
　
　
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
済
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
所
　
〃

地
区

●
香
川
県
公
告
第
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
谷
中
井
手
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
長
谷
中
井
手
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
日

適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
琴
南
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か

ん
が
い
排
水
事
業
）
木
槲
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仲
南
町
建
設
水
道
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
九
十
七
号



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

八

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
　
業
　
主
　
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　

北
地
水
路
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
北
地
地
区

二
面
水
路
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
二
面
地
区

湯
船
水
路
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
山
地
区

平
木
水
路
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
平
木
地
区

●
香
川
県
公
告
第
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
六
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

市
　
町
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
木
町
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
土
居
地
区

高
松
市
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
羽
間
上
池
地
区

●
香
川
県
公
告
第
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
善
通
寺

市
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

監
　
事
　

木
　
利
春
　
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
四
三
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
八
、
一
、
三
〇

●
香
川
県
公
告
第
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
　
地
区
名
　
　
　
工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

仲
南
町
　
　
　
　
　
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
　
塩
入
地
区
　
　
　
平
成
一
八
、
一
、
二
七

理
事
業
）

高
松
市
十
河
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
　
赤
羽
根
地
区
　
　
平
成
一
八
、
一
、
二
四

改
良
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
　
沖
下
所
西
地
区
　
平
成
一
八
、
一
、
二
四

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
　
一
ノ
坪
地
区
　
　
平
成
一
八
、
一
、
二
四

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
　
本
村
一
号
地
区
　
平
成
一
八
、
一
、
二
四

●
香
川
県
公
告
第
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
三
野
西
部
地
区
）
計
画
を
平
成
十
八
年
二
月
十
日
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
三
豊
市
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
）
上
川
井
地
区
）
計
画

を
平
成
十
八
年
二
月
九
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
丸
亀
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
三
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

九

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
楠
見

池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
八
年
二
月
九
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
丸
亀
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
三
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
浦
港
の
臨

港
地
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
区
域
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
臨
港
地
区
の
区
域
の
案

１
　
臨
港
地
区
の
名
称

宮
浦
港
臨
港
地
区

２
　
指
定
の
位
置

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦
の
一
部

３
　
指
定
の
範
囲

縦
覧
に
供
す
る
図
面
表
示
の
と
お
り

４
　
指
定
の
面
積

約
二
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

二
　
区
域
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
直
島
町
建
設
経
済
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
日
本
共
産
党
高
松
地
区
委
員
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九

号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の

と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

政
党
の
支
部
の
部
日
本
共
産
党
高
松
地
区
委
員
会
の
う
ち
６
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦
　
　

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
か
が
わ
市
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
　
の
　
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7,079,836円

瀧
野
　
克
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
100,000円

そ
　
の
　
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6,979,836円

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

人
事
委
員
会
規
則



平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

（
第
九
三
一
三
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

一
〇

議
会
事
務
局
　
事
務
局
長
、
課
長

部
長
、
次
長
、
課
長
、
人
事
課
の
課
長
補
佐
・
人
事
担

市
長
部
局

当
副
主
幹

教
育
委
員
会
　
教
育
長
、
部
長
、
次
長
、
課
長

本
庁
　
事
務
局

監
査
委
員
事

局
長

務
局

農
業
委
員
会

局
長

事
務
局

支
　
　
　
所
　
支
所
長
、
課
長

福
祉
事
務
所
　
所
長
、
課
長

病
　
　
　
院
　
院
長
、
副
院
長
、
事
務
長
、
課
長
、
総
看
護
師
長

診
　
療
　
所
　
所
長
、
課
長

中
　
学
　
校
　
校
長
、
教
頭

小
　
学
　
校
　
校
長
、
教
頭

別
表
第
一
内
海
町
の
項
、
池
田
町
の
項
、
綾
上
町
の
項
、
綾
南
町
の
項
、
琴
南
町
の
項
、
満
濃
町
の
項

及
び
仲
南
町
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
内
海
町
の
項
、
池
田
町
の
項
、
綾
上

町
の
項
及
び
綾
南
町
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
、
同
表
琴
南
町
の
項
、

満
濃
町
の
項
及
び
仲
南
町
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
同
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

出
先

機
関

三
豊
市


